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○ 取扱い

原則として、乳歯列期の「歯ぎしり（Ｂｒｘ）」病名で、口腔内装置の

算定を認める。

○ 取扱いの根拠

乳歯列期の小児は、睡眠時等に生理的な歯ぎしりを行うことがあり、こ

の場合に口腔内装置を装着することで、歯の摩耗や歯周組織に対する過度

な負担等が軽減できると考えられる。


